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第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画の概要 

 

（１） 計画策定の背景 

 

市町村障がい者計画は、障害者基本法第１１条第３項に基づき市町村における障が

い者のための施策に関する基本的な計画です。本市では、「尾花沢市障がい者計画（ふ

れあいプラン）」を平成１４年度から平成２３年度までを計画期間として策定し、障

がい者施策の基本方針を定めました。その後、国の大幅な法改正や平成２５年から平

成２９年までを計画期間とする国の「第３次障害者基本計画」の策定内容を踏まえた

上で本市の計画を策定するため、平成２４年度以降、新たな計画は策定しておりませ

んでしたが、この度、社会の変化や障がい者のニーズに即して新たな計画を策定しよ

うとするものです。 

市町村障がい福祉計画は、障害者総合支援法第８８条に基づく障がい者福祉サービ

ス等の提供とその体制づくりに関する計画です。本市では、「尾花沢市障がい福祉計

画（第３期）」を平成２４年度から平成２６年度までを計画期間として策定し、障が

い福祉サービス等の提供や体制づくりに関して具体的な目標を定めています。平成２

６年度末をもって計画期間が終了することから、新たな計画の策定が必要となってい

ます。 

国においては、「障害者基本法」の改正（平成２３年）や「障害者自立支援法」の

２回にわたる大幅な改正（平成２４年６月の改正によって「障害者総合支援法」に改

称）が行われました。また、山形県においては、平成２６年３月に第４次山形県障が

い者計画が策定され、現在、第４期山形県障がい福祉計画が策定されています。 

これらの国・県の動向や、障がい者福祉に関する市民ニーズの変化、本市の障がい

者施策の実施状況を踏まえ、本市の新たな障害者施策を総合的に推進するため、「尾

花沢市障がい者計画」及び「尾花沢市障がい者福祉計画」を策定します。 
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（２） 計画の位置付け 

 

本計画は、障害者基本法第１１条第３項に基づく「市町村障害者計画」と障害者総

合支援法第８８条第１項に基づく「市町村障害福祉計画」を一体的に策定するもので

す。 

これまで、「尾花沢市障がい者計画」と「尾花沢市障がい福祉計画」は別々に策定

してきましたが、この２つの計画は、相互に関連が深いものであり、今後の障がい者

施策を展開するにあたり、「尾花沢市障がい者福祉プラン」として一体化し、より効

果的かつ充実させた計画とします。 

「障がい者計画」は、障がい者の施策に関する基本的な方向性を定める中長期的な

計画とし、「障がい福祉計画」は、障がい福祉サービス等に関する３か年の数値目標

を定める実施計画となります。 

また、今回策定する「尾花沢市障がい者福祉プラン」は、「第６次尾花沢市総合振

興計画（元気おばなざわ創造プラン）」をはじめとする健康・福祉分野の他の計画と

整合性を図って策定します。 

 

  



6 

 

（３） 計画の期間 

 

本計画の期間は、「障がい者計画」は、平成２７年度から平成３２年度までの６年

間とします。「障がい福祉計画」は、平成２７年度から平成２９年度までの３年間と

します。ただし、国、県の障がい者福祉制度改革の動向等により、「障がい者計画」

は、平成２９年度に内容の見直しを予定します。 

 H14 ．．． H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

障
が
い
者
計
画 

         

見直し 

   

障
が
い
福
祉
計
画 

第2期 第３期 第4期  

 

（４） 計画の対象者 

 

本計画の対象となる「障がい者」とは、手帳の有無にかかわらず、身体障がい、知

的障がい、精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、難病などがあるために日常

生活や社会生活の中で何らかの不自由な状態にある人とします。 

また、第６次尾花沢市総合振興計画の基本目標である「互いに支え合う人にやさし

い健康・福祉のまちづくり」を本計画においても目標と掲げるため、全ての市民を本

計画の対象者とします。

 

  

「障がい」の表記について 

本計画において、「障害」を「障がい」と表記します。ただし、法令名、制度名、

既存計画名、組織名、行事などの固有名詞については、「障害」と表記します。 
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２ 障がい者の現状 

 

（１） 尾花沢市の人口と障害者手帳保持者数 

（各年４月１日） 

 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

Ａ 総人口 １８，７８７人 １８，４９６人 １８，０８３人 

 ６５歳以上人口 ６，０１５人 ６，０８０人 ６，１３９人 

高齢化率 ３２．０％ ３２．９％ ３３．９％ 

Ｂ 障がい者合計（①+②+③） １，３２３人 １，３４８人 １，３３８人 

 ①身体障害者手帳 １，１１４人 １，１３３人 １，１２１人 

②療育手帳 １４１人 １３５人 １３８人 

③精神保健福祉手帳 ６８人 ８０人 ７９人 

Ｃ 手帳保有者の割合（Ｂ/Ａ） ７．０％ ７．３％ ７．４％ 

Ｄ Ｂのうち６５歳以上の者 ８８０人 ９０５人 ９６４人 

Ｅ 障がい者高齢化率（Ｄ/Ｂ） ６６．５％ ６７．１％ ７２．０％ 

※平成25年から人口に外国人を含む。 

 

（２） 身体障害者手帳所持者の推移 

（各年４月１日） 

 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

１級 ３０６人 ３０９人 ２９８人 

２級 １５８人 １５３人 １４９人 

３級 １７７人 １７７人 １８６人 

４級 ２８２人 ３１２人 ３０７人 

５級 １０４人 １００人 １０３人 
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６級 ８７人 ８２人 ７８人 

合計 １，１１４人 １，１３３人 １，１２１人 

 

 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

視覚障がい ７６人 ７５人 ７２人 

聴覚・平衡障がい １０２人 １０４人 １０１人 

音声・言語障がい １３人 １４人 １１人 

肢体不自由障がい ６５１人 ６６０人 ６５９人 

内部障がい ２７２人 ２８０人 ２７８人 

 

心臓機能障がい １８３人 １８９人 １８７人 

じん臓機能障がい ４０人 ４３人 ４２人 

呼吸機能障がい ２２人 ２０人 １８人 

膀胱･直腸機能障がい ２５人 ２５人 ２８人 

小腸機能障がい １人 １人 １人 

免疫機能障がい ０人 １人 １人 

肝臓機能障がい １人 １人 １人 

 

 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

１８歳未満 １２人 １３人 １２人 

１８歳以上６５歳未満 ２６０人 ２５２人 ２４６人 

６５歳以上 ８４２人 ８６８人 ８６３人 
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（３） 療育手帳保持者の推移 

（各年４月１日） 

 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

A（重度） ５３人 ５２人 ５５人 

B（中軽度） ８８人 ８３人 ８３人 

合計 １４１人 １３５人 １３８人 

 

 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

１８歳未満 １６人 １５人 １５人 

１８歳以上６５歳未満 １０２人 ９８人 １０１人 

６５歳以上 ２３人 ２２人 ２２人 
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（４） 精神障害者保健福祉手帳保持者の推移 

（各年４月１日） 

 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

１級（重度） ３０人 ２８人 ２８人 

２級（中度） ２６人 ３５人 ３０人 

３級（軽度） １２人 １７人 ２１人 

合計 ６８人 ８０人 ７９人 

 

 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

１８歳未満 ０人 ０人 ０人 

１８歳以上６５歳未満 ５３人 ６５人 ６３人 

６５歳以上 １５人 １５人 １６人 

 

（５） 自立支援医療（精神通院医療）受給者証の推移 

 

 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

１８歳未満 ２人 １人 １人 

１８歳以上６５歳未満 １０８人 112人 119人 

６５歳以上 ２１人 21人 19人 

合計 １３１人 134人 139人 
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（６） 入所施設、通所施設、グループホームの利用状況 

 

① 障がい者施設入所 

（平成２６年４月１日現在） 

施設名 種別 所在地 男 女 計 

山形県リハビリセンター 身体 山形市 １人  １人 

すげさわの丘 身体 山形市 １人  １人 

光生園 身体 舟形町 ４人 １人 ５人 

梓園 身体 米沢市 ２人  ２人 

新生園 知的 尾花沢市 １２人 １０人 ２２人 

水明苑 知的 大石田町  １人 １人 

向陽園 知的 山形市 １人  １人 

山形育成園 知的 上山市  １人 １人 

清流園 知的 戸沢村 ２人  ２人 

和光園 知的 酒田市  １人 １人 

松風園 知的 米沢市  １人 １人 

栄光園 知的 米沢市 １人  １人 

総合コロニー希望が丘 

(こだま･まつのみ･ひめゆり) 
知的 川西町 ３人 １人 ４人 

合計 ２７人 １６人 ４３人 

※障がい児の施設入所者は、いません。 
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② 通所施設 ※入所者を除く 

ア 就労継続支援Ａ型 

（平成２６年４月１日現在） 

施設名 所在地 男 女 計 

ピース楯岡 村山市 ５人  ５人 

ピース河北 河北町  １人 １人 

ピース東山 新庄市 ２人  ２人 

ピース宮内 新庄市 １人 １人 ２人 

ピースしみず 新庄市 １人  １人 

ピース五日町 新庄市 ４人  ４人 

合計 １３人 ２人 １５人 

 

イ 就労継続支援Ｂ型 

（平成２６年４月１日現在） 

施設名 所在地 男 女 計 

山形県コロニーセンター 山形市 １人  １人 

みちのく屋台こんにゃく道場 山形市 １人  １人 

きら夢 山形市  １人 １人 

のどか 河北町 １人  １人 

友愛園 新庄市 １人  １人 

アシスト 戸沢村  １人 １人 

つばさ 米沢市 ２人  ２人 

赤とんぼ 米沢市 １人 １人 ２人 

せせらぎの家 米沢市  １人 １人 
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すてっぷ 米沢市  １人 １人 

さくらんぼの家 川西町 １人  １人 

合計 ８人 ５人 １３人 

 

ウ 就労移行支援 

（平成２６年４月１日現在） 

施設名 所在地 男 女 計 

山形コロニー就労サポートセンター 山形市 １人  １人 

ピース楯岡 村山市 １人  １人 

合計 ２人  ２人 

 

エ 生活介護 

（平成２６年４月１日現在） 

施設名 所在地 男 女 計 

尾花沢市社会福祉協議会 尾花沢市 ２人  ２人 

合計 ２人  ２人 
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オ 療養介護 

（平成２６年４月１日現在） 

施設名 所在地 男 女 計 

山形病院 山形市  １人 １人 

米沢病院 米沢市 １人  １人 

合計 １人 １人 ２人 

 

③ 障がい児通所施設 

ア 放課後等デイサービス 

（平成２６年４月１日現在） 

施設名 所在地 男 女 計 

はながさ 尾花沢市 ５人 ５人 １０人 

くれよんはうす 新庄市 １人  １人 

あおぞらはうす 新庄市 １人  １人 

ことばのつばさ 新庄市  １人 １人 

合計 ７人 ６人 １３人 

 

イ 児童発達支援 

（平成２６年４月１日現在） 

施設名 所在地 男 女 計 

療育訓練センター 上山市 １人  １人 

ことばのつばさ 新庄市  １人 １人 

合計 １人 １人 ２人 
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④ グループホーム 

（平成２６年４月１日現在） 

施設名 種別 所在地 男 女 計 

山形県コロニーセンター 身体 山形市 １人  １人 

コロニー協会 知的 山形市  １人 １人 

あたしん家 知的 新庄市  １人 １人 

すまいる（清流園） 知的 戸沢村  １人 １人 

コロコロ 知的 川西町 ３人 １人 ４人 

すてっぷ 知的 米沢市 １人 ３人 ４人 

ねまりや 精神 尾花沢市 ６人 ２人 ８人 

ピース 精神 新庄市 ２人 ２人 ４人 

みやま荘ＧＨ 精神 河北町 １人  １人 

合計  １４人 １１人 ２５人 

 

（７） 特別支援学校・養護学校等の児童・生徒数 

（平成２６年４月１日現在） 

名称 所在地 人数 備考 

山形県立楯岡特別支援学校 村山市 １０人  

山形県立新庄養護学校 新庄市 ４人  

山形県立上山高等養護学校 上山市 ２人  

山形県立山形盲学校 山形市 １人  

合計 １７人  
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（８） 特別支援学級の設置の有無 

（平成２６年４月１日現在） 

 学校名 設置の有無 

小学校 

尾花沢小学校 ○ 

福原小学校 ○ 

宮沢小学校 ○ 

玉野小学校 ○ 

上柳小学校  

常盤小学校 ○ 

鶴子小学校  

中学校 

尾花沢中学校 ○ 

福原中学校 ○ 

玉野中学校 ○ 

常盤中学校 ○ 

 

（９） 障害支援区分の認定状況 

（平成２６年４月１日現在） 

 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計 

身体  １人 １人 ５人 １人 ７人 １５人 

知的 ２人 ４人 １３人 ２１人 ５人 １０人 ５５人 

精神  ２人     ２人 

合計 ２人 ７人 １４人 ２６人 ６人 １７人 ７２人 
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第2章 障がい者計画 

 

１ 基本理念 

 

障がい者のための施策に関する基本的な計画である「尾花沢市障がい者計画」の基

本理念は「ノーマライゼーション」です。障がいの有無にかかわらず、全ての人が一

般社会の中で、その人らしく生活することが当然の姿であり、平等な条件でともに暮

らしていける社会の実現を目指します。 

また、第６次尾花沢市総合振興計画（元気おばなざわ創造プラン）においては「夢

かがやき 絆でむすぶ 元気創造のまち 尾花沢」を将来像とし、その実現に向けた

健康・福祉分野の基本目標として「互いに支え合う人にやさしい健康・福祉のまちづ

くり」を掲げています。この理念を踏まえ、障がい者計画の基本理念を次のとおりと

します。 

 

 

 

障がい者が自らの意思による選択と決定のもとに自立し、社会のあらゆる活動に参

加するためには、周りがそのことに理解を示し、協力していくことが何よりも肝心で

す。すべての住民が互いの個性を認め合いながら思いやり、ともに暮らし、ともに支

え合うまちづくりを目指します。 

  

だれもが互いに尊重し合い、 

障がい者の自立と社会参加を実現するまち 
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２ 基本目標 

 

（１） 自立と社会参加を支援するまち 

（２） 活き活きと元気に暮らせるまち 

（３） ともに助け合うまち 

 

計画の体系 

基本理念 基本目標 主な施策 

だれもが互いに尊

重しあい、障がい者

の自立と社会参加

を実現するまち 

自立と社会参加を支援するまち 

保育・教育の充実 

就労支援の充実 

社会参加の促進 

権利擁護の推進 

活き活きと元気に暮らせるまち 

保健・医療の充実 

相談支援の充実 

在宅福祉サービスの充実 

生きがいづくりの推進 

ともに助け合うまち 

バリアフリーの推進 

虐待の防止 

差別の解消 

災害時の支援 
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３ 「自立と社会参加を支援するまち」実現のために 

 

（１） 保育・教育の充実 

 

現状と課題 

障がいを持つ子どもたちがすこやかに成長するためには、障がいの早期発見、早期

療育をはじめ、発達の各段階において、一人ひとりの障がいの特性に応じた保育や教

育を行うことが重要となります。 

本市では、各保育園・幼稚園で障がい児を受け入れ、就学前の心身障がい児の保育

を実施しています。また、重度の障がいを抱えている乳幼児とその保護者の交流、情

報交換の場として、おもだか保育園内に「なかよし組」を設けています。 

就学児については、小中学校に特別支援学級が設置されていることに加え、専門の

教育機関として、村山市に山形県立楯岡特別支援学校が設置されています。また、学

校在学中の障がい児を対象に放課後や夏休み等の長期休暇中に障がい児の自立を促

進させるとともに放課後等の居場所づくりを推進する放課後等デイサービスがＮＰ

Ｏ法人はながさ地域活動支援センター内に設けられています。 

さらに、支援機関として山形県中央児童相談所や山形県総合療育訓練センターがあ

りますが、本市の教育委員会をはじめ、それぞれの関係機関と連携しながら乳幼児期

から一人ひとりの障がいに応じた適切な指導、教育が受けられるよう連携を図ってい

くことが求められています。 

主な施策 

① 障がい児保育の充実 

② 特別支援学級等における個別の教育支援計画による指導の充実 

③ 各支援機関と連携し、障がいの重度化・重複化、多様化に対応した教育環境の

整備促進 
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（２） 就労支援の充実 

 

現状と課題 

平成２５年４月から「障害者の雇用の促進に関する法律」（障害者雇用促進法）に

基づき、企業等における法定雇用率が引き上げられ、その達成に向け、ハローワーク

や地域障害者職業訓練センターなどでは「障害者試行雇用（トライアル雇用）事業」

や「職場適応援助者(ジョブコーチ支援)事業」などの各種助成制度を実施しています。 

本市では、独自に職親制度推進事業を昭和５８年度から取り組んでおり、障が

い児（者）の雇用の促進と職場への定着を支援してきました。 

平成２６年１１月には、市内にＮＰＯ法人による「就労継続支援施設（Ｂ型）

はながさ」が開所し、新たな就労の場として、障がい者の就労機会の選択肢が

広がることが期待されます。 

平成２５年４月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関

する法律」（障害者優先調達推進法）が施行されたことに伴い、本市においても平成

２６年３月に「尾花沢市障害者就労施設等からの物品及び役務等調達方針」を定め、

障害者就労施設等から物品及び役務等を優先的に調達するよう推進しています。 

今後も、地域生活移行や就労支援といった課題に対応した障がい福祉サービス提供

基盤を整備していくとともに、身近な地域におけるサービス拠点づくり、社会福祉法

人やＮＰＯ法人等、行政以外による障がい福祉サービスの提供など、地域の社会資源

を最大限に活用していく必要があります。 

主な施策 

 ① 市報等により各種制度の周知 

 ② 関係機関との連携を強化し雇用促進 

 ③ 就労の場の確保や環境の整備促進 
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（３） 社会参加の促進 

 

現状と課題 

本市では、障がい者の外出支援は、福祉タクシー券、給油券、リフト付きタクシー

券を交付するとともに自動車運転免許取得助成及び障がい者仕様の自動車改造費の

助成を行っています。また、山形県立楯岡特別支援学校児童・生徒の放課後等デイサ

ービス利用に係る送迎を実施しています。国及び業界団体の制度としては、鉄道、バ

ス及びタクシーの運賃や有料道路通行に係る料金の割引制度等の経済的支援があり

ます。 

また、意思疎通支援事業として、聴覚・音声言語機能に障がいがある人が情報を入

手したり、円滑にコミュニケーションを図るため、手話通訳者や要約筆記者の派遣す

る事業があります。 

障がい者の社会参加を促進するためには、障がい者の活動を制限し、社会参加を制

約している事物、慣行、観念等の排除を進め、サービス、情報、制度等の利用しやす

さ（アクセシビリティ）の向上が求められています。 

主な施策 

① 外出目的に応じた移動支援の提供 

② 各種の割引制度等の利用周知 

③ 意思疎通支援事業の推進 
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（４） 権利擁護の推進 

 

現状と課題 

判断能力に不安がある知的障がい者、精神障がい者や認知症の人が地域で自立した

生活を送るため、本人との契約に基づいて、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭

等の管理をする「日常生活自立支援事業」（社会福祉協議会実施）と財産管理や福祉

施設の入退所など生活全般の支援（身上監護）を行う「成年後見制度」がありますが、

毎年利用者は増加しているものの、まだ制度の周知が進んでいない状況にあります。 

主な施策 

 ① 市報等により各種制度の周知 

 ② 関係機関が連携し、適切な制度の利用につなげる。 

  



23 

 

４ 「活き活きと元気に暮らせるまち」実現のために 

 

（１） 保健・医療の充実 

 

現状と課題 

発病後に障がいを伴う可能性が高い疾患として、がん、心臓病、脳梗塞などがあげ

られます。健康な生活を送るためには、生活習慣を改善し、病気の予防に努めると同

時に、早期発見・早期治療が重要となります。さらに、障がいを持った場合、日常生

活を支えるための福祉サービスを充実していく必要があります。このように、保健・

医療・福祉が連携し、包括的な支援体制を提供していくことが求められます。 

本市では、平成２４年度に「健康おばね２１（第2次）運動計画」を策定し、運動

の推進や健診の受診勧奨、病気予防などの健康増進施策を展開しています。 

また、乳幼児時期の早い段階で、障がいや発達障がいを発見して治療や適切なサー

ビスに結びつけるため、また、親の育児の不安やストレスの軽減を図るためにも、本

市では、こんにちは赤ちゃん訪問や乳幼児健診・相談等を実施しています。 

さらに、うつ病などの精神疾患については、保健所や医療機関等と連携し、啓発活

動や早期治療などに努めています。 

また、新たに平成２５年４月から障害者総合支援法の障がい者の範囲に難病患者も

加わったことから、難病患者の持つ様々なニーズに対応した支援を行っていきます。 

主な施策 

① 各種制度による医療費助成の実施 

② こんにちは赤ちゃん訪問や各種健診の実施 

③ こころの健康づくりの推進 

⑤ 難病患者に関する支援の推進 
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（２） 相談支援の充実 

 

現状と課題 

障がい者が身近に相談する先として民生委員･児童委員や身体･知的障害者相談員

をはじめ、尾花沢市社会福祉協議会のふれあい福祉相談所があります。また、精神保

健福祉士が専門的な相談に応じる「サポートセンターういんず」（河北町）がありま

す。また、一般的な相談窓口として市役所の窓口もあり、これらの窓口が相互に連携、

協力して障がい者を支援していくことが求められています。 

平成２４年４月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、障害福祉サー

ビス・障害児通所支援を利用するすべての障がい者（児）においてサービス等利用計

画（又は障害児支援利用計画）を作成することになりました。これに伴い、相談支援

事業所の役割もますます重要となってきています。 

北村山地区３市１町と関係機関・団体で構成される北村山地域自立支援協議会にお

いては、広域的に地域が抱える課題や障がい者の抱える諸問題について情報を共有化

し、その改善にあたっています。 

主な施策 

① 民生委員･児童委員、身体･知的障害者相談員と連携し、相談体制を充実 

② ライフステージに応じた相談支援の実施 

③ 北村山地域自立支援協議会にて、関係機関との連携強化 
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（３） 在宅福祉サービスの充実 

 

現状と課題 

障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくには、障がい者一人ひとりのニ

ーズに応じたサービスを提供していくことが必要になります。障がい者の福祉サービ

スについては、各サービス事業所が障害者総合支援法に定める居宅介護をはじめ、日

中活動系サービスとして、自立訓練や就労継続支援事業等が実施されています。また、

居住系サービスとして、グループホーム（共同生活援助）が開設されていますが、今

後さらに精神障がい者の地域移行を推進していくとこが求められています。 

ほかにも障がい者の身体機能を補完又は代替えする補装具や日常生活用具の適切

な支給を進める必要があります。 

主な施策 

① 障がい者のニーズに応じたサービスの提供 

② 福祉施設入所者や入院中の精神障がい者の地域生活移行の促進 

③ 補装具や日常生活用具の給付の推進 
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（４） 生きがいづくりの推進 

 

現状と課題 

平成２３年８月「スポーツ基本法」が施行され、障がい者が自主的かつ積極的にス

ポーツを行うことができるよう、障がいの種類及び程度に応じ必要な配慮をすること

が規定されました。 

冬季パラリンピックノルディックスキーに３大会連続出場を果たしている本市出

身の太田渉子さんをはじめ、全国障害者スポーツ大会での活躍や山形県障がい者レク

リエーション大会では、本市チームが好成績を修めているなど、本市において輝かし

い事例が多数あります。また、本市で毎年開催される花笠ラングラウフ大会、全国花

笠マラソン大会及び平成２６年に開催された「絆」駅伝大会には、障がい者も健常者

とともに参加しています。 

今後も各種スポーツ大会やイベント等に障がい者が積極的に参加できる環境づく

りを推進していく必要があります。 

また、すぐれた芸術・文化を体験、鑑賞する場の提供を行うとともに県内で開催さ

れる「山形県障害者芸術・文化祭」及び全国的なイベントである「全国障害者芸術・

文化祭」の周知を図ります。 

主な施策 

① 障がい者が参加しやすい環境づくりを推進 

② 障がい者の施設利用に関する利用料金の軽減化を推進 

③ 芸術・文化に関するイベントの周知 
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５ 「ともに助け合うまち」実現のために 

 

（１） バリアフリーの推進 

 

現状と課題 

本市では、「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリ

ー新法）や「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」等に基づき、公共空間の整備

にあたっては、バリアフリー化及びユニバーサルデザインへの配慮に努めています。

障がいの有無にかかわらず、子どもから高齢者までの全ての人が安心して外出するこ

とができるまちづくりを進めていくことが求められています。 

平成２２年国勢調査によると、本市における持ち家率は、約９割となっています。

住み慣れた地域において安心して暮らしていくために、暮らしやすい住宅の確保と改

修費の助成を行っています。 

主な施策 

① 公共建築物・道路・公園等のバリアフリー化及びユニバーサルデザインの推進 

② 民間施設のバリアフリー化及びユニバーサルデザインを促進 

③ 障がい者の住宅改修費用の助成 

 

（２） 虐待の防止 

 

現状と課題 

平成２４年１０月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援に関する法

律」（障害者虐待防止法）が施行され、市健康福祉課内に対応窓口として障害者虐待

防止センターを設置しました。これまでに市内で重篤なケースはありませんが、今後

とも関係機関と連携し、虐待の早期発見と未然防止に努めていきます。 

主な施策 

① 市報、各種パンフレット、市ホームページ等を活用した啓発 

② 保育園、幼稚園、学校、福祉サービス事業所等と連携し、虐待の早期発見と未

然防止に努める。 
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（３） 差別の解消 

 

現状と課題 

障がい者の多くは、生活の多くの場面で差別や偏見を感じており、その解消をめざ

していくことが求められています。 

また、障害者基本法第４条を具体化した「障害を理由とする差別の解消に関する法

律」（障害者差別解消法）が平成２５年６月に公布され、平成２８年４月に施行され

ることに伴い、障がい者に対して行政機関や民間事業者等が不当な差別的な取扱いを

することが禁止され、障がい者への合理的配慮をすることが求められるようになりま

す。 

主な施策 

① 市報、各種パンフレット、市ホームページ等を活用した啓発 

② 社会福祉協議会機関紙等の福祉団体の広報に対する情報提供 

 

（４） 災害時の支援 

 

現状と課題 

地震等の大規模災害時における初期活動を効果的に行うには、日頃から地域での見

守り活動が大切です。障がい者の近隣に居住する支援者が、的確な状況把握により災

害等の緊急時に対応する必要があります。 

障がい者が地域で安心して暮らせるよう、災害等の緊急時に備えて民生委員･児童

委員、区長、社会福祉協議会等と連携し、安全・安心のネットワークづくりを推進し

ます。 

主な施策 

① 要援護者台帳の整備 

② 防災訓練等の推進 

③ 福祉避難所等の整備 
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第３章  第４期障がい福祉計画 

 

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援

法）のサービスは、個々の障がいの程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住

の状況等）を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村事業と

して柔軟に実施される「地域生活支援事業」などで構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市町村 

相談支援 

●地域相談支援 

●計画相談支援 

介護給付 

●居宅介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ） 

●重度訪問介護 

●行動援護 

●同行援護 

●重度障害者等包括支援 

●短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

●療養介護 

●生活介護 

●施設入所支援 

訓練等給付 

●自立訓練 

●就労移行支援 

●就労継続支援 

●共同生活援助 

自立支援医療 

●更生医療 

●育成医療 

●精神通院医療 

補装具 

障
害
者
・
児 

自立支援給付 

地域生活支援事業 

●相談支援 

●意思疎通支援 

●日常生活用具給付等 

●移動支援 

●地域活動支援センター 

●日中一時支援 

●社会参加促進 ほか 

●専門性の高い相談支援 ●広域的な対応が必要な事業

●人材育成 等 

 

児童福祉法 

障害者総合支援法に

よるサービスではな

いが関わりが深いも

の 

●障がい児相談支援 

【障がい児通所支援】 

●児童発達支援 

●放課後等デイサー

ビス など 

【障がい児入所支援】 

●障がい児入所施設 

など 

支援 
都道府県 
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１ 平成２９年度の数値目標の設定 

 

障害者総合支援法は、幾度かの改正等を経て障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（障害者総合支援法）へと生まれ変わりましたが、「入所施

設等から地域生活へ」という国の施策の方向性は踏襲されています。 

第４期計画においても、障害者総合支援法第８７条に基づく国の基本指針に沿って、

本市の地域実情に応じた数値目標を設定します。 

 

 

（１） 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

施設入所者については、平成２９年度末までに平成２５年度末時点の施設入所者数

の13％以上となる６人が地域生活に移行することを目指すとともに、平成29年度

末時点の施設入所者数を、平成２５年度末から１１％以上削減することを目標としま

す。 

 

項 目 数 値 

平成２５年度末の施設入所者数          Ａ ４３人 

平成２９年度末の施設入所者数          Ｂ ４１人 

【目標値】 

差引減少見込数               Ａ－Ｂ 

（Ａ－Ｂ）／Ａ 

２人 

（４．７％） 

【目標値】 

施設入所からグループホーム等へ地域移行する者の数 Ｃ 

Ｃ／Ａ 

 

６人 

（１４．０％） 
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（２） 地域生活の支援 

 

平成２９年度末までに、障がい者の地域生活を支援する拠点等（地域生活支援拠点

又は面的整備型）を整備することを目標とします。 

 

項 目 数 値 

地域生活支援拠点等の整備数 １箇所 
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（３） 福祉施設から一般就労への移行 

 

平成２９年度末までの間に就労支援に取り組むことで一般就労に移行するものが

現れることを期待し、目標を３人とします。また、就労支援の取り組みとして、２人

が就労移行支援事業を利用することを目指します。 

 

○ 一般就労移行に関する数値目標 

項 目 数 値 

平成２４年度において福祉施設を退所し、一般就労した者の数 ０人 

【目標値】 

平成２９年度において施設を退所し、一般就労する者の数 
３人 

 

○ 就労移行支援事業利用に関する数値目標 

項 目 数 値 

平成２５年度末の就労移行支援事業の利用者数 ２人 

【目標値】 

平成２９年度末の就労移行支援事業の利用者数 
２人 
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２ 障がい福祉サービス等の必要量の見込み及び確保のための方策 

 

これまでの実績などを踏まえ、各年度における障がい福祉サービス等の必要見

込量を算定します。また、その確保のための方策を定めます。 

 

（１） 指定障がい福祉サービス 

 

① 訪問系サービス 

種類 サービス内容 

居宅介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ） 居宅での入浴、排泄、食事、家事などの援助等を行います。 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由、又は重度の知的・精神障がいにより、

常時介護が必要な障がい者に、総合的な介護を提供します。 

行動援護 
重度の知的・精神障がいによる著しい行動障がいのある障

がい者に見守りや危険回避の援護を提供します。 

同行援護 
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に、外出時

における移動支援等を総合的に行います。 

重度障害者等包括支援 
常時介護を要し、その介護の必要性が著しく高い方に対し、

複数のサービスを包括的に提供します。 

 

【第３期の実績（１カ月当たり）】 ※平成２６年度は１２月現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

重度障害者等包括支援 

２５時間 ３３時間 ３３時間 

実利用者 ３人 ４人 ５人 
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【サービス見込量（1カ月当たり）】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

重度障害者等包括支援 

３３時間 ３３時間 ３３時間 

実利用者 ４人 ４人 ４人 

 

【見込量を確保するための方策】 

○ 障がい者が地域で生活するために必要な訪問系サービスについては、障がいの種

類に関わりなくサービスを受けることができるよう、利用者及びサービス提供事業

所との連携を強めていきます。また、サービス提供体制の充実とサービスの質の向

上が図られるようサービス提供事業所に働きかけを行っていきます。 

○ 平成２６年４月から重度の肢体不自由者だけでなく、重度の知的・精神障がい者

も重度訪問介護の対象となったことから、障がい者の実態を把握し、サービスを必

要とする方が適切に利用できるように努めます。 
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② 日中活動系サービス 

種類 サービス内容 

生活介護 

常時介護を必要とする障がい者に施設等での入浴、排泄、

食事の介護のほか創作的活動や生産的活動の機会を提供し

ます。 

自立訓練（機能訓練） 
自立した日常生活・社会生活を営めるよう、身体機能に関

する訓練を行います。（有期限での利用） 

自立訓練（生活訓練） 
自立した日常生活を営むために必要な生活能力向上などの

訓練や、その他必要な支援を行います。（有期限での利用） 

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する方に、就労に必要な知識及

び能力の向上のために必要な訓練を行います。（有期限で

の利用） 

就労継続支援（A型） 

一般雇用が困難な障がい者を雇用し、生産活動などを通じ

て知識や能力の向上のための必要な訓練を行います。事業

者と利用者は雇用契約を締結し、労働関係法規が適用され

ます。 

就労継続支援（B型） 

一般雇用が困難な障がい者に、就労の機会の提供及び生産

活動の機会の提供、その他就労に必要な知識・能力の向上

のために必要な訓練等の支援を行います。 

短期入所 

在宅での介護が一時的に困難になった場合に、短期間施設

に入所し、夜間も含め入浴や排泄、食事の介護などを提供

します。 

療養介護 

医療と常時の介護を必要とする障がい者に、医療機関など

の施設で機能訓練や医療・療養上の管理や看護を提供しま

す。 

 

【第3期の実績（１カ月当たり）】 ※平成２６年度は１２月現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

生活介護 
９６０人日 ９６０人日 ９６０人日 

４４人 ４４人 ４４人 



36 

 

自立訓練（機能訓練） 
０人日 １１人日 １１人日 

０人 １人 １人 

自立訓練（生活訓練） 
０人日 ０人日 ０人日 

０人 ０人 ０人 

就労移行支援 
４２人日 ４０人日 ６０人日 

２人 ２人 ３人 

就労継続支援（Ａ型） 
２３１人日 ２８０人日 ３４０人日 

１１人 １４人 １７人 

就労継続支援（Ｂ型） 
２３１人日 ２７３人日 ２８０人日 

１１人 １３人 １４人 

短期入所 
２５人日 ２５人日 ２５人日 

５人 ５人 ５人 

療養介護 
６０人日 ９０人日 ６０人日 

２人 ３人 ２人 

※上段…単位「人日」：月間の利用人数×１人当たりの平均利用日数 

※下段…単位「人」：利用者数 

 

【サービス見込量（１カ月当たり）】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

生活介護 
９６６人日 ９６６人日 ９６６人日 

４４人 ４４人 ４４人 

自立訓練（機能訓練） 
１１人日 １１人日 １１人日 

１人 １人 １人 

自立訓練（生活訓練） ０人日 ０人日 ０人日 
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０人 ０人 ０人 

就労移行支援 
４０人日 ４０人日 ４０人日 

２人 ２人 ２人 

就労継続支援（Ａ型） 
２８０人日 ２８０人日 ２８０人日 

１４人 １４人 １４人 

就労継続支援（Ｂ型） 
４２０人日 ４２０人日 ４２０人日 

２０人 ２０人 ２０人 

短期入所 
２５人日 ２５人日 ２５人日 

５人 ５人 ５人 

療養介護 ２人 ２人 ２人 

※上段…単位「人日」：月間の利用人数×１人当たりの平均利用日数 

※下段…単位「人」：利用者数 

 

【見込量を確保するための方策】 

○ 障がい者の日中活動、就労の場を確保するため、就労移行支援や就労継続支援サ

ービス提供の充実に努めるほか、ハローワーク等との連携を図り、障がい者の一般

企業等への就労の拡大に向け、事業所に対して障がい者の雇用を働きかけていきま

す。 

○ 病院等を退院して地域に戻ってくることが可能な精神障がい者等の受け入れ態

勢の充実に向け、利用の増加が見込まれるサービスの提供事業者との連携強化に努

めます。 

○ 既存のサービス提供事業者によるサービス提供体制の確保を図るとともに、新規

に参入を検討する事業者に対しては、障がい福祉ニーズに関する情報提供等を積極

的に行い、事業者の参入を促します。  
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③ 居住系サービス 

 

種類 サービス内容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

障がい者が共同生活を営む場を提供し、相談、入浴、排泄

又は食事の介護等の日常生活上必要な支援を行います。 

施設入所支援 

障がい者支援施設に入所する障がい者に対し、主に夜間に

おいて入浴、排泄、食事等の日常生活上必要な支援を行い

ます。 

 

【第３期の実績】 ※平成２６年度は１２月現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活介護 

（ケアホーム） 

２３人 ２３人 

２６人 
１人 ２人 

施設入所支援 ４５人 ４３人 ４４人 

※共同生活介護（ケアホーム）は平成２６年度４月から共同生活援助（グループホー

ム）に一元化されました。 

 

【サービス見込量】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 
２５人 ２６人 ２８人 

施設入所支援 ４３人 ４２人 ４１人 

 

【見込量を確保するための方策】 
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○ 障がい者の地域生活への移行を促進するためには、受け皿となるグループホーム

の確保が必要となります。北村山地域自立支援協議会における利用者のニーズに関

する情報提供、地域移行支援事業所・地域定着支援事業所等との連携を図り、地域

生活への移行を希望する障がい者への支援を強化します。 

○ 市内の法人等におけるグループホーム整備に関する意向を把握し、支援に努めま

す。 
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（２） 指定地域相談支援又は指定計画相談支援 

 

種類 サービス内容 

計画相談支援 

障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用するすべての

障がい者に対しアセスメントを行い、サービス等利用計画

の作成、モニタリングを実施します。 

地域相談支援 

（地域移行支援） 

障がい者支援施設の入所者や精神科病院に入院している精

神障がい者に、住居の確保その他地域における生活に移行

するための活動に関する相談その他の便宜を供与します。 

地域相談支援 

（地域定着支援） 

単身などの理由から家族による支援を受けられない障がい

者などに対して緊急時の連絡体制を確保します。 

 

【第３期の実績（１カ月当たり）】 ※平成２６年度は１２月現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

計画相談支援 ０人 ９人 ９人 

地域相談支援 

（地域移行支援） 
０人 ０人 ０人 

地域相談支援 

（地域定着支援） 
０人 ０人 ０人 

 

【サービス見込量（１カ月当たり）】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

計画相談支援 ８人 ８人 ８人 

地域相談支援 

（地域移行支援） 
０人 ０人 ０人 

地域相談支援 ０人 ０人 ０人 
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（地域定着支援） 

 

【見込量を確保するための方策】 

○ 計画相談支援については、サービス等利用計画の作成やモニタリングが適切に実

施されるよう、特定相談支援事業所等との連携を図ります。 

○ 地域移行支援・地域定着支援については、障がい者支援施設や精神科病院と連携

を図りニーズの把握に努めます。 
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３ 障がい児に対する支援等の必要量の見込み及び確保のための方策 

 

障がい児に対する支援の多くは児童福祉法に基づき実施されています。子ども・子

育て支援法に基づく子育て支援全体に関する計画において障がい児支援についても

言及されていることから、第４期計画においても障がい児支援について必要見込量を

算定し、その確保のための方策を定めることとします。 

 

（１） 障がい児通所支援 

 

種類 サービス内容 

児童発達支援 
未就学障がい児に日常生活における基本的な動作や知識技

能のための支援等を行います。 

放課後等デイサービス 
学齢障がい児に生活能力向上のための訓練、社会との交流

促進等の支援を行います。 

保育所等訪問支援 
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的

な支援を行います。 

医療型児童発達支援 

肢体不自由があり、機能訓練又は医学管理下での支援が必

要な未就学障がい児に日常生活における基本的動作や知識

技能習得のための支援及び治療を行います。 

 

【第３期の実績（１カ月当たり）】 ※平成２６年度は１２月末現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

児童発達支援 
０人日 ２１人日 １４人日 

０人 ３人 ２人 

放課後等デイサービス 
９０人日 １８０人日 ２００人日 

６人 ９人 １０人 

保育所等訪問支援 
０人日 ０人日 ０人日 

０人 ０人 ０人 
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医療型児童発達支援 
０人日 ０人日 ０人日 

０人 ０人 ０人 

※上段…単位「人日」：月間の利用人数×１人当たりの平均利用日数 

※下段…単位「人」：利用者数 

 

【サービス見込量（１カ月当たり）】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

児童発達支援 
２１人日 ２１人日 ２１人日 

３人 ３人 ３人 

放課後等デイサービス 
１８０人日 １８０人日 １８０人日 

９人 ９人 ９人 

保育所等訪問支援 
０人日 ０人日 ０人日 

０人 ０人 ０人 

医療型児童発達支援 
０人日 ０人日 ０人日 

０人 ０人 ０人 

※上段…単位「人日」：月間の利用人数×１人当たりの平均利用日数 

※下段…単位「人」：利用者数 

 

【見込量を確保するための方策】 

○ 家庭児童相談員による面接、教育委員会における就学時健診、母子保健施策との

連携等により、対象者の把握に努めます。 

○ 保護者の負担等を考慮し、必要とする児童生徒にサービスが行き渡るよう、保育

園、幼稚園及び特別支援学校等との連携に努めます。 

○ 「尾花沢市手をつなぐ育成会」など保護者団体との連携を強化していきます。 
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（２） 障がい児相談支援 

 

種類 サービス内容 

障がい児相談支援 

障がい児通所支援を利用するすべての障がい児に対しアセ

スメントを行い、障がい児支援利用計画作成・モニタリン

グを実施します。 

 

【第３期の実績】 ※平成２６年度は１２月末現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

障がい児相談支援 ０人 ０人 １人 

 

【サービス見込量】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

障がい児相談支援 １０人日 １０人日 １０人日 

 

【見込量を確保するための方策】 

○ 障がい児支援利用計画の作成やモニタリングが適切に実施されるよう、指定相談

支援事業所と連携を図ります。 
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４ 地域生活支援事業の実施に関する事項 

 

地域生活支援事業は地域毎の実情に応じて柔軟に実施されることが望ましいとさ

れています。本市の特性や利用者の状況に応じた必要見込量を算定することとします。

また、その確保のための方策を定めます。 

 

（１） 必須事業 

 

① 相談支援事業 

障がい者からの相談に応じ、福祉サービスの利用支援、地域の社会資源などの必要

な情報提供など、総合的な支援を行います。 

 

【第３期の実績】 ※平成２６年度は１２月現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

相談支援事業 １箇所 １箇所 １箇所 

住宅入居等支援事業 無 無 無 

 

【サービスの見込量】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

相談支援事業 １箇所 １箇所 １箇所 

住宅入居等支援事業 無 無 無 

 

【見込量を確保するための方策】 

○ 各種窓口で受け付けた相談について、関係部署と連携を取りながら、情報を共有

して相談に対応します。 
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② 成年後見制度利用支援事業 

障がい福祉サービス利用の観点から成年後見制度の利用が有効と認められる障が

い者に対し、成年後見制度の利用を支援します。 

 

【第３期の実績】 ※平成２６年度は１２月現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

成年後見制度利用支援事業 無 無 無 

 

【サービスの見込量】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

成年後見制度利用支援事業 有 有 有 

 

【見込量を確保するための方策】 

○ 社会福祉協議会、障がい福祉施設、自立支援医療機関等と連携強化を図り、ニー

ズの把握に努めます。 

 

③ 意思疎通支援事業 

聴覚、音声、言語機能障がい等のため意思疎通に支障がある障がい者に手話通訳等

によるコミュニケーションの仲介を行います。 

 

【第３期の実績】 ※平成２６年度は１２月現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

手話通訳者派遣事業 ３人 ３人 ２人 

要約筆記者派遣事業 ０人 ０人 ０人 

手話通訳設置事業 ０人 ０人 ０人 
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【サービスの見込量】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

手話通訳者派遣事業 ３人 ３人 ３人 

要約筆記者派遣事業 ０人 ０人 ０人 

手話通訳設置事業 ０人 ０人 ０人 

 

【見込量を確保するための方策】 

○ 事業の周知に努め、サービスの利用を促進します。 

 

④ 日常生活用具給付事業 

障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することなどにより、

日常生活の便宜を図ります。 

 

種類 サービス内容 

介護・訓練用支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、訓練いすなど 

自立生活支援用具 入浴補助用具、歩行補助つえ、特殊便器など 

在宅療養等支援用具 
ネブライザー（吸入器）、たん吸引器、盲人用体温計な

ど 

情報・意思疎通支援用具 点字器、拡大読書器、盲人用時計、人工喉頭など 

排泄管理支援用具 ストマ装具、収尿器など 

住宅改修費 移動等を円滑にする用具で住宅改修を伴うもの 

 

【第３期の実績】 ※平成２６年度は１２月現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

介護・訓練用支援用具 １件 ０件 ０件 
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自立生活支援用具 ５件 ３件 ０件 

在宅療養等支援用具 ０件 １件 ０件 

情報・意思疎通支援用具 ３件 ２件 ５件 

排泄管理支援用具 ３２２件 ３５５件 ３１７件 

住宅改修費 １件 １件 ０件 

 

【サービスの見込量】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

介護・訓練用支援用具 １件 １件 １件 

自立生活支援用具 ３件 ３件 ３件 

在宅療養等支援用具 １件 １件 １件 

情報・意思疎通支援用具 ３件 ３件 ３件 

排泄管理支援用具 ３５０件 ３５０件 ３５０件 

住宅改修費 １件 １件 １件 

 

【見込量を確保するための方策】 

○ 日常生活用具給付事業に関する情報提供を充実します。 
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⑤ 移動支援事業 

屋外での移動に困難がある障がい者に、外出のための支援を行います。 

 

【第３期の実績】 ※平成２６年度は１２月現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

移動支援事業 １箇所 １箇所 １箇所 

 

【サービスの見込量】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

移動支援事業 １箇所 １箇所 １箇所 

 

【見込量を確保するための方策】 

○ 放課後等デイサービス事業の利用に係る利便性の向上のため、移動支援を実施し

ます。 

○ 登下校に支障のある山形県立楯岡特別支援学校の児童生徒に対して支援が行き

わたるよう、教育委員会及び特別支援学校との連携を図ります。 

○ 移動支援運営受託事業者と連携し、利用者のニーズ把握に努めます。 
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⑥ 地域活動支援センター 

利用者に創作的活動、生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じた支援を行いま

す。 

 

【第３期の実績】 ※平成２６年度は１２月現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

地域活動支援センター機能強化事業 
３箇所 

１９人 

３箇所 

１８人 

３箇所 

１７人 

 

【サービスの見込量】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

地域活動支援センター機能強化事業 
２箇所 

８人 

２箇所 

８人 

２箇所 

８人 

 

【見込量を確保するための方策】 

○ 地域活動支援センター運営受託事業者と連携し、センターを利用できる障がい者

の把握に努め、利用を促進していきます。 
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（２） 任意事業 

 

障がい者が自立した日常生活、社会生活を営むため、前述の必須事業以外に以下の

事業を実施します。 

 

種類 サービス内容 

訪問入浴サービス 
居宅訪問型入浴サービスを提供し、障がい者の清潔保

持、心身機能の維持等を図ります。 

職親制度推進補助事業 

知的障がい者の雇用の促進と職場における定着を高

めるために、知的障がい者を引き受けて諸訓練等を実

施する企業を支援します。 

日中一時支援事業 

障がい者の日中の活動の場を障がい者を日常的に介

護している家族の一時的な休息を確保することで、介

護者の負担を軽減し、障がい者に対しては、日中にお

ける活動の場を確保します。 

社会参加促進事業 

（自動車操作訓練・自動車改

造等事業） 

自動車免許の取得により社会参加が見込まれる障が

い者に対し、免許取得に要した費用の一部を補助しま

す。自ら自動車を運転する身体障害者手帳所持者で、

所有または取得する自動車を改造する場合、費用の一

部を補助します。 

 

【第３期の実績】 ※平成２６年度は１２月現在 

種類 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

訪問入浴サービス ２人 ２人 ２人 

職親制度推進補助事業 ４人 ４人 ３人 

日中一時支援事業 ０人 ０人 １人 

社会参加促進事業 

（自動車操作訓練・自動車改

造等事業） 

１件 １件 ０件 
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【サービスの見込量】 

種類 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

訪問入浴サービス ２人 ２人 ２人 

職親制度推進補助事業 ４人 ４人 ４人 

日中一時支援事業 ０人 ０人 ０人 

社会参加促進事業 

（自動車操作訓練・自動車改

造等事業） 

１件 １件 １件 

 

【見込量を確保するための方策】 

○ 各サービスについて、ニーズの把握に努めます。 

○ 地域資源の活用によるサービス提供を検討します。 

○ 地域のサービス提供事業者に対し、必要な支援を行います。 
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５ 計画の進行管理 

 

（１） 関係機関・地域との連携 

 

障がい者に関わる施策分野は福祉のみならず、保健、医療、教育、就労等、多岐に

わたっているため、福祉事務所が中心となる中で、これらの関係各部門との連携を図

りながら計画を推進していきます。また、障がい者施策については、就労をはじめと

して国や県の制度に関わる分野も多いことから、国、県等の関係各機関との連携を図

っていきます。 

サービス提供や基盤整備については、サービスを利用する障がい者のニーズを適切

に把握し、その意向を反映することはもちろんですが、障がい及び障がい者に対する

地域社会の理解を得ることも重要です。障がい者、障がい者団体や社会福祉協議会、

医師会、ボランティア団体、民生委員・児童委員等との連携をはじめ、施設の広域利

用などについては近隣市町村とも連携を図りながら、十分なサービス提供に努めます。

中でも、本計画の大きな課題である障がい者の地域生活への移行、一般就労移行等の

推進にあたっては、福祉分野のみならず、雇用、教育、医療といった分野を超えた総

合的な取組が不可欠です。ハローワーク、特別支援学校等の行政機関、企業、医療機

関といった関連する機関と数値目標を共有化し、地域ネットワークを強化しながら進

めていきます。 

 

（２） 人材の育成・確保 

 

障がい者へのサービスに従事する人材にとって、障がいや障がい者のことを正しく

理解し、障がい者の気持ちや要望をくみ取ることが重要です。障がい者からの意見や

要望に十分に耳を傾けながら障がい者に接することができるよう、福祉関係者、ボラ

ンティア等のさらなる資質の向上に努めます。 

より質の高い福祉サービスを提供するため、専門的知識のある人材を育成し、確保

していくことも求められています。高齢者サービスにおける人材の必要性との兼ね合

いをみながら、理学療法士、作業療法士、介護福祉士などの専門的な人材を、養成、

確保していきます。 

関係法令の整備により相談支援のサービスの充実が図られたことから、相談支援事

業所の設立や相談支援専門員等の養成にも積極的に支援していきます。 
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（３） 計画の進行管理体制 

 

本計画の推進にあたっては、計画期間中の各年、健康福祉課（福祉事務所）が中心

となり計画の進行管理を行います。具体的には、成果目標及び活動指標について、少

なくとも１年に１回その実績を把握し、障がい者施策や関連施策の動向も踏まえなが

ら、障がい福祉計画の中間評価として分析・評価を行い、必要があると認めるときは、

障がい福祉計画の変更や事業の見直し等の措置を講じます。また、地域自立支援協議

会において、障がい福祉計画における各年度のサービス供給量のほか、地域生活への

移行や一般就労への移行の達成状況をはじめとした計画全般の進捗状況の把握、点検

及び評価を行い、必要に応じて各種施策の見直しを行っていきます。 
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資料編 

 

 

尾花沢市障がい者福祉プラン策定委員会設置要綱 

 

平成２７年１月２１日 

告示第７号 

 （設置） 

第１条 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項の規定に基づく障

がい者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第８８条に基づく障がい福祉計画の２つの障がい者福祉

に関する計画「尾花沢市障がい者福祉プラン」（以下「プラン」という。）を策定

するため、尾花沢市障がい者福祉プラン策定委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。 

 (1) プランの策定及びその変更に関すること。 

 (2) プランの調査研究に関すること。 

 (3) その他障がい福祉の推進に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１５名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 (1) 医師会代表者 

 (2) 福祉団体関係者 

 (3) 障がい福祉サービス等事業所関係者 

 (4) 障がい者団体代表者 

 (5) 保育及び教育関係者 

 (6) その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する所掌事務が完了するときまでとする。ただ

し、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選出する。 
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３ 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、

又は説明を求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

 （会議招集の特例） 

２ 第６条第１項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集

する。 
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尾花沢市障がい者福祉プラン策定委員会 名簿 

 

所 属 職 名 氏 名 備 考 

尾花沢市医師会  伊藤 嘉昭  

尾花沢市民生委員・児童委員協議会 会長 大山 政次  

尾花沢市身体障害者福祉協会 会長 加藤 寛彦  

尾花沢市手をつなぐ育成会 代表 小松 幸男  

尾花沢市社会福祉協議会 副会長 笹原 光政 委員長 

障害者支援施設 新生園 園長 笹原 守  

特定医療法人敬愛会 本部長 渋谷 久美子 副委員長 

特定非営利活動法人はながさ 施設長 猪股 義信  

学校保健部会 代表 東海林 昭善  

尾花沢市立おもだか保育園 園長 阿部 純子  

 


